
参考資料

おかやま森づくり県民税の仕組み

１ 課税方式

県民税均等割(普通税)の超過課税

２ 納税義務者

・県内に住所等を有する個人

・県内に事務所・事業所等を有する法人

３ 仕 組 み

給与所得者 年金所得者 個人事業者等 法 人

給与から引き去り 年金から引き去り 納税通知書で納税 申告納付

日本年金機構など事 業 主
（年金保険者）

納入 納入

振込み
市 町 村 県

(充当)
各種森林保全事業（主な使途）

おかやま森づくり県民基金①森林の持つ公益的機能を高める森づくり
②担い手の確保と木材の利用促進
③森林・林業情報の提供と森づくり活動の推進

４ 税 率

個 人 ・５００円／年

法 人 ・均等割額の５％相当額

【法人の資本金別の税額】

資本金の金額の区分 現行の均等割額(年額) 森づくり県民税額(年額)

５０億円超 ８００，０００円 ４０，０００円

１０億円超～５０億円以下 ５４０，０００円 ２７，０００円

１億円超 ～１０億円以下 １３０，０００円 ６，５００円

１千万円超～ １億円以下 ５０，０００円 ２，５００円

１千万円以下 ２０，０００円 １，０００円

約５５７百万円（平成２３年度決算額）５ 税 収

６ 課税期間

個 人 ・平成２１年度分～平成２５年度分まで

法 人 ・平成２１年４月１日～平成２６年３月３１日までに開始する事業年度分

まで


